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1.補足説明 

（１）ソリデール事業（☞P69 参照） 
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（２）京田辺市空家等対策計画（抜粋）（☞P69、P90 参照） 

 道路が狭小な旧市街地において、市場では流通しにくい住宅、敷地については、空

き家再生等推進事業※1、狭あい道路整備等促進事業※2、街なみ環境整備事業※3 など

の国制度等の活用を検討し、地域の協力を得ながら長期的な取組により、幅員４ｍ

未満の道路を拡幅する対策等の基盤整備を計画的に進めていきます。 
 オープンスペースや防火用水の整備が不十分な旧市街地において、空家を除却した

跡地を活用し、防災機能をもった地域の交流スペース等として整備、防火水槽の設

置を実施します。 
 

具体的な取組 
検討・実施時期 対象地域（◎重点）

短期 中期 ⻑期 新市街 旧市街  調整区域

道路狭⼩地区における基盤整備 
◇開発指導課 ◇都市整備課

   
◎ 

空家跡地を防災機能をもった地
域の交流スペース等として整備 

◇開発指導課 ◇公園緑地課

   

 
 

◎  

空家跡地における防⽕⽔槽設置 
◇開発指導課 ◇消防署 警防課

   
◎ 

           短期：～令和３年度 中期：令和４～６年度 長期：令和７年度～ 
 

【用語解説】 
※１ 空き家再生等推進事業 

空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している区

域において、居住環境の整備改善及び地域の活性化に資するために、不良住

宅、空き家住宅又は空き建築物の除却又は空き建築物の活用を行うもので

す。（除却時、道路幅員 6.5m を確保するために後退。） 
 

※２ 狭あい道路整備等促進事業 
狭あい道路の解消による安全な住宅市街地の形成や、建築確認・不動産取引

時のトラブル防止による建築活動の円滑化を図るため、地方公共団体に対し

て狭あい道路の調査・測量、データベースの構築・運営、狭あい道路の拡幅

整備に係る用地費、舗装費等について交付金を交付するものです。 
 

※３ 街なみ環境整備事業 
住宅が密集し、かつ、生活道路等の地区施設が未整備であること、住宅等が

良好な美観を有していないこと等により住環境の整備改善を必要とする区域

において、地方公共団体及び街づくり協定を結んだ住民が協力して、住宅、

地区施設等の改善を行うことにより、ゆとりとうるおいのある住宅地区の形

成を図るものです。  
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第三段階 

民間による利活用促進 

●道路幅員が狭いことにより、空
家等が市場流通しにくい旧市街
地において、拡幅道路を指定 

●民間開発による道路拡幅及び
土地利活用の促進 

図 接道条件の改善イメージ
 

第一段階 

拡幅道路指定 

凡 例

●空家除却・建替時にセットバッ
ク部分を市が取得することによ
り、幅員 6.5ｍの道路を整備 

第二段階 
市による基盤整備 
 

第二段階 

市による基盤整備 
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